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広島県市町村公文書等
保存活用連絡協議会自治体における公文書等の保存と管理

市町村合併と公文書保存市町村合併と公文書保存 広島県立文書館　安藤 福平

広文協では，昨年の講習会後に開催された理事会

で，市町村合併が進行する中で，公文書保存について

のガイドラインを策定することを課題として位置づ

けた。

筆者は，前年の総会後の講演で，市町村合併と公文

書保存について私見を述べた（要旨は会報第 2号に掲載）。

そこでは，過去（合併後における公文書の保存と散逸）から

教訓を読みとること，歴史資料として重要な公文書を

保存することの意義（市町村のアイデンティティー，歴史

資料の根幹）を強調した。ここでは，市町村合併が進行

する中で，どのようにして公文書を保存していくか，

提案してみたい。

東城町の経験

公文書保存のガイドラインを考える上で，最近の公

文書保存の参考例として，比婆郡東城町の事例を紹介

したい。

10 年ほど前，東城町で役場庁舎が新築された。新

庁舎にはかなり広い書庫が用意され，旧庁舎から引っ

越してきた公文書が配架された。しかし，移転した公

文書は，役場の保有する全公文書からみるとごく一部

であった。当面の事務に必要な公文書のみが新庁舎に

運ばれたようであった。庁舎新築と前後して旧庁舎が

取り壊され，公文書も大量に処分されるのが通例であ

ろう。ところが，東城町では旧庁舎が取り壊されずに

そのまま残ったため，大量の公文書が旧庁舎書庫にそ

のまま残された。が，その建物もほどなく解体される

ことになった。幸いにも，町史編纂事業終了時のこと

でもあり，歴史資料として重要な公文書の保存に意が

払われた。総務課と教育委員会町史編纂担当者，各課

の担当者の協力により，文書を A・B・Cの 3段階に

区分し，C ランクを中心に廃棄することとしたので

ある。その結果，保存年限により通常廃棄しているも

のが廃棄され，それ以外は新庁舎の永久保存庫と，旧

役場庁舎近隣の保管スペースで保存されることになっ

た。新築移転と旧庁舎解体にタイムラグがあったこと

が，公文書選別保存にとって好条件となった。永久保

存庫以外にも保管スペースが確保できたことも，多め

に文書を保存することを可能にしたと思われる。ある

いは，歴史的公文書保存のため，大量の文書を保存す

る必要が生じ，担当者が奔走して保管スペースを確保

した，というべきかも知れない。

以上の東城町の事例をケース・スタディとして，公

文書保存ガイドラインを考えてみたい。

不要文書の発生

東城町の場合もそうであったが，当面の事務に必要

な文書は，全文書の一部に過ぎない。それ以外に，証

拠などのため保存義務があるもの，行政事務の経緯を

知るために保存しなければならない文書もある。それ

にしても，本来廃棄しなければならないはずの不要な

文書の山を抱えているのが市町村の実情であろう。そ

のため，庁舎の移転や文書管理システム刷新に際して

は，大量の不要文書が発生する。市町村合併では，町

村役場が支所となり，業務が一変するから，旧役場文

書の参照機会は減少し，業務上必要な文書はごく一部
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となる。まさに，「不要文書」の山ができる。

こうして，文書の大量廃棄が必要になる。そのこと

自体は否定できないが，ここで「歴史資料として重要

な公文書」の保存に留意しなければならない。とく

に，合併により不要となった文書は，要注意である。

公文書保存への理解

東城町で保存措置が講じられたのは，担当者や町首

脳部が公文書保存の重要性を理解していたからであ

ろう。行政文書・古文書保存管理講習会の影響もある

かもしれないが，町史編纂の経験が大きかったと推察

する。

前年の講演でも紹介したが，東城町史の編纂では，

近現代については，資料編，通史編とも役場文書がフ

ルに活用された。合併（昭和 30年）前の歴史は旧町村

役場文書による所が大きいので，その探索に努めた。

その結果，町村ごとの残存状況は，田森・八幡の両村

には相当多数の文書が残され，それ以外（東城町・小奴

可村・久代村・帝釈村など）は，壊滅に近い状態であった。

結局，東城町史の当該期の歴史記述は，両村の役場文

書に依拠せざるをえず，田森村の場合はこうであった

とか，八幡村の場合はこうであったということになっ

てしまった。

自治体の公文書は地域の歴史を語るかけがえのない

史料となる。公文書を失うことは，地域の歴史的アイ

デンティティーを失うことにほかならない。編纂担当

者や町首脳部は，そのことを痛いほど感じていた。庁

舎移転，旧庁舎解体にともなう公文書散逸を防いだ第

一の要因は，当局者が歴史資料として重要な公文書の

保存の重要性をよく理解していた，ということであっ

たと思う。

文書廃棄の凍結

東城町では庁舎移転と旧庁舎解体にタイムラグが

あった。そのため，大量の公文書が旧庁舎書庫にその

まま残された。一時的とはいえ，「凍結保存」された

のである。そのため，歴史資料として重要な公文書の

評価選別のための時間を捻出できた。

合併に際しても，文書廃棄の凍結を提案したい。こ

こでいう廃棄の凍結は，合併にともなう，あるいは新

文書管理システムへの移行にともなう，大量の文書廃

棄を凍結することで，通常行われている廃棄はここで

は問わないことにする。

文書廃棄の凍結は，以前の合併の経緯からみても，

またこれから予測されることからみても現実的な策

である。過去の合併では，旧役場が新市町村の支所や

出張所となり，そこに旧役場文書は引き続き残された

ケースが多かった。現在進行中の合併においても，旧

役場が支所となるので，文書庫が直ちに解体・撤去さ

れることにはならないだろう。保管スペースは確保で

きるのである。

幸い，今のところ県内の合併においても，文書を大

量に廃棄したという情報に接していない。福山市に編

入合併した新市町では，合併に際し，引き継ぐ文書の

点検などにより，大量の廃棄予定文書が発生したが，

廃棄を凍結している。評価選別をしたうえで，不要文

書を廃棄するという方針である。そこまで意識的では

ないが，合併時に不要文書を捨てる余裕がない，とい

う町村もある。このような状況を考慮すると，合併に

ともなう文書の廃棄を凍結し，時期をみて，時間をか

けて評価選別を行い，歴史的公文書を保存する方針を

積極的に打ち出すことを提唱したい。

なお，判断を後世に委ねるのは賢明であるが，コス

ト面では問題がある。減量化が緊急に必要とされるよ

うなケースでは，明白に不要な文書のみを特定して廃

棄し，それ以外を凍結保存することも得策である。そ

の際，「明白に不要な文書」とは何か，基準を明らかに

しておかないと必要な文書まで廃棄される恐れがある

ので，基準作りに早急に取り組む必要がある。

評価選別作業における役割分担

下策とわかっていても，今ただちに選別して保存文

書を減量化しなければならない場合は当然ある。ま

た，文書を凍結保存するにしても，将来における評価

選別の展望がある程度示されなければならない。その

ためのガイドラインが示される必要がある。

誰が選別するのか，体制の問題を考えてみる。東城

町では，総務課，町史編纂担当者と主務課の協力で

A・B・Cのランク付けが行なわれた。総務課は文書

主管課，主務課は文書作成課，町史編纂担当者は，こ

の場合「歴史的公文書保存担当者」の役割を果たした

のである。

文書主管課は文書管理全般をコントロールする立場

にあり，この作業においても司令塔の役割を果たすこ

とになる。主務課は自らが作成し利用している文書に

対しては，当事者の立場にある。文書の内容はもとよ

り，業務との関係で生成，保管，利用される文書の相

互関係，コンテキストをよく理解することができ，業

務上の保存必要性を判断することができる。歴史資料

としての保存価値を判定する上でも，主務課の業務と

文書に対する知識は決定的に重要である。

文書館専門職員（アーキビスト）が存在しない市町村

の現状のもとで，評価選別は文書主管課と主務課の連
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携で行わざるを得ないが，主務課が行った評価選別を

チェックする担当者が必要である。ここではとりあえ

ず，「歴史的公文書保存担当者」としたが，市町村レ

ベルで文書館専門職員が今すぐ得がたい現状で，それ

に代わる担当者という意味である。市町村史編纂担当

や資料館など歴史資料を取り扱う機関の職員，行政経

験豊富な（退職）職員，それらの組み合わせなどが考え

られる。いずれにしても，適切なガイドラインと能力

アップのための研修が不可欠である。

選別作業手順

作業の前提として，対象文書がどのような文書管理

システムで作成，保存，使用されてきたかを知ること

が必要である。ファイル基準表や文書分類表などに

より，文書が体系付けられているかどうか。保存年限

管理がされているか。簿冊やファイルに題名，作成年

度，部課名などが明示されているか。分類記号や保存

年限はどうか。リストはあるか，全体量はわかってい

るか，など。以上は，文書が作成された時期によって

も異なる。

対象文書の全体的把握が出発点となる。全体量，保

管場所別の分量など，対象文書を量的に把握する。保

管場所，排架位置と文書の関係把握も，作業の段取り

に関係してくる。

次に文書の個別的把握である。ごみ捨て場から歴史

資料を拾い出すように，文書一点ごとに吟味して，必

要なものを選別するという即自的方法もあるが，場当

たり的になり，推奨できない。文書は一点ごとに独立

したものではなく，相互につながりを持った有機的構

成体であり，階層構造を持つ。したがって，文書の評

価選別は階層構造のなかに位置づけながら行う必要

がある。そのためにもリストを作成したい。リストは

基本的には簿冊・ファイル単位に作成するが，大きな

まとまりとして把握可能であれば，それでもよい。た

だ，後の作業のために，リストから現物が照合できる

ようでなければならない。

リストが作成されると，リスト上でグルーピングが

可能となる。作成課名や作成年度が明示されていれ

ば，課別，年度別に区分できるし，文書分類記号が使

用されていれば，それにそったグルーピングもでき

る。文書分類記号がない場合でも，作成時点での業務

を反映したグルーピングをしておけば，文書の階層的

位置づけが明確になる。こうしてできあがった目録

は，評価選別の重要なツールとなる。評価選別後は，

保存された歴史的公文書の目録になるし，廃棄された

文書を確認することもできる。何よりも評価選別の結

果を記録するものになる。評価選別，文書の保存と廃

棄という業務についての説明責任を果たす上でも欠か

せないものといえる。

評価選別はまずリスト上で，ガイドライン（評価選別

基準）を参照しながら行う。その上で，必要に応じて

現物をチェックし，リスト上で想定したものと実際の

文書との異同を確認する。

東城町で実施された選別では，リストは作成されな

かった。旧庁舎書庫で現物を見ながらの作業であった

という。しかし，書庫には課別にそれなりの順序で文

書が排架されているので，ある程度体系的選別が可能

であったと思われる。これがもしオフィスクリーン運

動などのように，ごみ捨て場のような所に文書が捨て

られ，そこから歴史資料を拾い出すように，文書一点

ごとに吟味して，必要なものを選別するということで

あれば，大変であっただろう。評価選別のためには，

文書の原秩序を守ることが重要であることを付言して

おく。

評価選別基準

市町村の公文書についての評価選別基準は，実用に

耐えるものが作成されていない。各市町村ごとに文書

分類表やファイル基準表があるように，評価選別基準

もそれぞれに作成される必要があるが，広文協とし

て，大まかな指針（共通的，標準的評価選別基準）を作っ

てよいのではないか。市町村の業務は日本全国共通し

ているので，全国的連携も必要である。

最後に，評価選別基準作りのアウトラインを示して

おく。まず，市町村の組織の全体像を踏まえた上で，

機能や業務を体系的に列挙し，その社会的重要度を判

定する。その際には，組織図，事務分掌，事務報告，

行政概要などの資料が利用できる。その上で，業務と

業務にともなって作成される文書の関係を明らかにし

て，文書の保存価値の重要度についての一般的な基準

を作成する。最終的には，ファイル基準表の個別ファ

イル名ごとに，判定を下す。そこには，全量保存，5

年ごと保存，サンプル保存，無条件廃棄，○年後再検

討などと記入される。

順を踏んで作成するには，上記のような過程をたど

ることになるが，広文協が行なう市町村職員間の基準

案作成では，とりあえず，各市町村のファイル基準表

のなかから，明白に不要な文書，絶対保存しなければ

ならない文書について，その理由を含め情報交換する

ことから始めることを提案する。名称は，文書保存年

限研究部会でもよいと思う。
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東城町における文書管理システムの整備東城町における文書管理システムの整備
についてについて

東城町総務課 　小林信男

東城町の文書管理システム要領は，平成 6年 8月，

各課職員の推進班により策定された。庁舎移転や文書

A判化を契機に，公文書を整然と整理して適正に保管

することで，必要に応じていつでも利用できる文書管

理システムを目指している。このシステムにはオープ

ン・ファイル式（ファイル簿冊式）を採用した。運用開

始から各課で書庫棟への搬入が進んでいたが，次のよ

うな意見も出ていた。

・記入や転記の単純作業が意外に多い。
・ファイル基準表（文書目録）の作成に時間がか
かる。

・ファイル簿冊の検索にファイル基準表をめくっ
ている。

・書架に並べたファイル簿冊は背表紙が見にくい
ので探し出すのに苦労する。

などだが，そのためか各課での進み具合には少し差

があったようだ。

平成 13年 4月，新しい書庫棟を整備したことで過

年度のファイル簿冊も一括して収納することになり，

かねてから検討中のデータベース化で改善にあたるこ

とにした。文書管理システムや在庫管理システムは製

品版がベンダー各社から提供されいる。機能も至れり

尽くせりで素晴らしい。価格もそれなりである。東城

町の場合は要領で定めた文書分類表はコードを付して

ありデータベース化に適していた。そこで今回は要領

に準拠つつ，時間のかかる作業部分だけをデータベー

スで運用することにした（次頁図）。作成にあたり次の

ように考慮した。

・職員が短期間で作成（直営で）することで，
搬入作業に間に合わせる。

委託によるブラックボックス化をしない。

・使いやすさと保守のしやすさのために，
ファイル基準表や表紙類の記入や転記作業

を不要にする。

せめてバーコードを利用する（下図）。

庁内ネットワークに置いて各課で利用

する。

・構造や仕様を整理しておくことで，
拡張や別システムへの移行や作成者の異動

に備える。

保守も職員であたる。

・作成にあたり特に予算を使わないので
今ある作成ソフトで作る。バーコード読み

取り機は他業務と兼用する。

ファイル簿冊は廃棄分から表紙と背表紙を

剥がして再利用する。

平成 13 年 5 月，データベース

化後に初めて，新しい書庫棟への

搬入作業を行った。約 2週間で通

常業務の合間に進めた。事前作業

では，既にファイル基準表やファ

イル簿冊の表紙などを作成済みで

あっても，このデータベースへ入

力した。過年度分の入力作業が多

かったが職員間で協力した。入力

中にファイル簿冊の実数を正確に

把握できたので，収納スペースを

効率よく割り振ることができた。

搬入時にはデータベースから印

刷したファイル基準表とファイル

簿冊の表紙を照合して積み残しの

無いよう作業した。こうして過去

10年分のファイル簿冊を含め，ほ

ぼ予定どおり書架に納めた。搬入

後は総務課で在庫状況を更新する

ので各課から最新の状況を把握で

きる。ファイル簿冊の履歴をデー

タベースに蓄積すれば，貸出状況，廃棄済み数や保管

状況の把握，以降の作業量の予定も立てやすい。平成

14 年 6 月には廃棄と新規搬入をした。今年度も同様

の作業を予定している。
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さて，運用面の課題だが，例えば操作画面が入力効

率のために特化している。他の操作用の画面を少しず

つ整えたが充分ではない。複合機能よりも単機能でま

とめた方がよい場合もある。このデータベースの出発

点は職員による推進班が策定した要領にあり，それを

補完するという位置づけである。一見，無機質データ

ベースもそうではない。安定して運用するには利用者

の意見をいかに具体化して還元するかが大切なのでは

ないか。この運用を通して私たちの信頼関係も，より

一層構築できればよいと思う。

合併市町村の公文書保存～最近の動向から～

合併をめぐり新市町や合併協議会はどのように公文

書保存に取組んでいるのか。最近の動向を紹介する。

呉市

合併町との文書引継ぎについて，保存年限経過文書

も含め「全ての文書を引継ぐ」ことを方針としている。

文書管理システムへの電子登録を行うため，合併町

に対して引継文書は簿冊形式とすることを求め，各課

ごとに総務課が指定した形式による文書引継書を作成

している。また，引継文書については「旧町史編さん」

及び「旧町域の振興施策の展開」に重要な資料という

観点から，広域行政推進室長名で各部（室・所）長宛て

に「保存年限を経過したもの，また一般外文書等にお

いても，当分の間，廃棄処分を行わ」ないよう文書で

依頼している（次頁資料 1 参照）。また合併後一定の期

間内に必要な文書を選別することを考えている。

福山市

合併町（内海，新市）の廃棄予定文書は合併時に廃棄

を凍結し残している。これらの文書と福山市旧支所の

文書等を現有施設のどこか一箇所（文書保管施設）に集

める予定。また福山市本庁所管の保存年限満了行政文

書のうち半分くらいを選別しその文書保管施設に移管

する。そこで約１年間のうちに再度選別して減量し，

毎年一定量の廃棄文書を残していく予定。

廿日市市

新市は合併町村の全ての文書を引継ぐ。事務引継ぎ

の一環として，各課が文書引継ぎを行っている。合併

前の文書は合併前の各市町村の文書管理システムに

沿って管理することにしている。ただ文書管理システ

ムが存在しなかった旧村については，これまでの文書

5
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を各保存年限ごとに振り分けこの一年間で整理する予

定。現在各支所（吉和，佐伯）に文書はそのまま残して

いる。

大崎上島町

大崎支所，木江支所，大崎上島本庁（旧東野町役場）

において，合併前の文書を保存年限に沿い整理し，業

務関係の文書を中心に保存している。支所には多くの

機能が残され，住民課，福祉保健課，建設課，農林水

産課の業務が各支所で継続して行われている。

高田郡六町合併協議会

平成 15年 1月に六町の総務課長会議で廃棄文書の

保存について申し合わせがなされた。それを受け 1月

21日付合併協事務局長発，各町総務課長宛て「廃棄文

書の搬入について」と題する文書が出された（資料 2

参照）。現在，吉田町歴史民俗資料館を廃棄文書の受

入窓口として，吉田町から段ボール約 30箱，甲田町

教育委員会から 2トントラック一台分（段ボール 86 箱）

の廃棄文書が資料館に搬入された。廃棄文書は吉田町

歴史民俗資料館に今後も搬入される予定だが，資料館

業務への影響を考慮して，別の保管場所も検討されて

いる。 （事務局 　数野文明）

【資料 1】

呉広域第 100号
平成 15年 5月 20日

各部（室・所）長様

広域行政推進室長

旧下蒲刈町公文書等の保管について（依頼）

平素より合併推進にご尽力いただきありがとうござ

います。

去る，4月 1日に合併いたしました旧下蒲刈町の文

書等の取扱いにつきましては，同日付で文書の引継ぎ

を行った上で，各所管課において保管管理を行ってい

ただいているところですが，今後，本市が取り組む旧

町史編さん上，また旧町地域の振興施策の展開に際し

て，貴重かつ重要な資料となる可能性があることか

ら，保存年限を経過したもの，また一般外文書等にお

いても，当分の間，廃棄処分を行わず，引き続き，保

管いただきますよう，よろしくお願いします。

【資料 2】

事務連絡
平成 15年 1月 21日

各町及び一部事務組合 　文書事務担当課長 　様

高田郡六町合併協議会事務局事務局長 　田丸孝二

廃棄文書の搬入について

このことについて，昨年末に急きょお願いし，郡内

各町及び一部事務組合においてそれぞれ一時保管をし

ていただいております保存期間満了に伴う廃棄対象

文書の取り扱いについて，吉田町歴史民俗資料館へ受

入れていただくよう調整ができましたので，下記によ

り，搬入をお願いします。

記

搬入期間 　平成 15年 1月 28日（火曜日）～平成 15年

1月 31日（金曜日）

開館期間中 　午前 8時 30分～午後 5時まで

※ 搬入時には，事前に資料館へ直接ご連絡ください。

（後略）

全国・他県の動向

全 　国 　　平成 13年 11月に，全国歴史資料保存利用

機関連絡協議会（全史料協）が，総務大臣に宛てて，市

町村合併時における公文書保存について各市町村に指

導するよう要請を行なった。総務省はこれを受けて，

翌 14年 2月，各都道府県市町村合併担当部長宛て，管

内市町村に同要請を周知するよう通達を出している。

新潟県 　　平成 15年 4月に，新潟県歴史資料保存活

用連絡協議会が，新潟県内の市町村に要請文を送っ

た。この中で同協議会は， 1公文書， 2行政刊行物，

3市町村史編さん収集史料の 3種類の資料の引継と保

存に加え， 4合併後の文書規程の整備についても要請

を行なっている。

長野県 　　平成 15年 5月，長野県史料保存活用連絡

協議会が，長野県内各市町村に要望書を送り，具体策

として次の 3点を提示した。 1合併協議会等に公文書

等の引継を監督・指導する体制をつくり，そこに専門

的職員を置くこと。 2合併後もその体制と職員を存続

させ，公文書館法の趣旨にもとづく施設の設置に務め

ること。 3市町村の文書管理規程の中に，歴史資料と

しての公文書等を移管・保存・活用できるシステムを

つくる条項を盛り込むこと。

埼玉県 　　平成 15年 5月，埼玉県地域史料保存活用

連絡協議会が，埼玉県内各市町村に宛て，合併に伴う

公文書等の保存について要請文を送った。この中で

は， 1現用公文書の管理， 2非現用公文書（廃棄文書）

の保存， 3行政刊行物の収集， 4市町村史編さん収集

史料の引継の 4点を挙げ，要請を行なっている。
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【平成14年度 　講習会・研修会報告】

昨年度は，行政文書・古文書保存管理講習会（県立文書館と共催）を 1回，研修会を 3回行

なった（第 1 回の研修会については前号に記事を掲載した）。

1 行政文書・古文書保存管理講習会（県立文書館と共催）

日 時 平成 14年 11月 28日（木）

場 所 広島県情報プラザ 2階 　第一研修室・第二
研修室（広島市中区千田町三丁目 7-47）

【報告】行政文書分科会

「本郷町における文書管理 　―文書分類のあり方
を中心に―」本郷町総務課 　中川武則・中山由佳

【報告】古文書分科会

「町史編さん終了後の資料整理について」
戸河内町史編さん室 　佐々木正孝

「町史編さんと文書館設立についての現状と課題」
加計町史編さん室 　加藤克巳

【講演会】〔行政文書・古文書分科会共通〕

「市町村合併と文書保存」
熊本県本渡市長 　安田公寛

「文書館（アーカイブズ）設置の取り組みと課題」
熊本県本渡市教育委員会 　平田豊弘

平成 14年 4月，熊本県
ほん

本
ど

渡市で，公文書・地域資料

の収集保存と市民への利用に供する公文書館「本渡市

立天草アーカイブズ」が開館した。同館は平成 12年

4月，安田市長の就任により始まった情報公開制度へ

の取り組みの中で，文書管理の改善がはかられ，わず

か 1年半で公文書館設置を実現させた事例として注目

されている。また，県内市町の合併に伴う公文書管理

の問題についても，積極的に提言を行なっている（以

下講演要旨）。

安田市長は，情報公開制度に向けて公文書の整理が

始まろうとしていたとき，たまたま面談した国立史料

館の安藤正人教授から「情報公開制度を進めながら，

一方では情報の源である公文書を捨てようとしている

のでは？」と問いかけられたという。

この直後，市長は廃棄寸前だった公文書に待ったを

かけ，教育委員会文化係に公文書の収集と廃棄を行

なわせるよう指示を出した。これを受け，文化係の平

田・本多両氏は庁内を歩き回って 450箱の公文書を集

め，これらは学校の空き教室を利用して保管されるこ

とになった。

「過去の記憶（公文書）を消失したままに将来のビ

ジョンは描けない」と考える市長は，公文書館を作

るための審議会を立ち上げるとともに，市民に対し

ても公文書館の意義について繰り返し広報を行なっ

た。平成 14年 4月に開館した公文書館「本渡市立天

草アーカイブズ」の名は公募によってつけられたもの

である。

市長は，また，情報公開条例，個人保護条例，公文書

館条例の 3つに加えて，文書管理条例も民主主義社会

には不可欠だという考えを持ち，研究を始めている。

これからの人口減少社会，高齢化社会にあっては，

小さな自治体のままでは守れないものが出てきたと市

長は述べる。その一つが歴史遺産の保存であり，また

環境保全，行財政の改革も小さいままでは困難である

という。

市長は市町村合併に対しては積極論者であるが，合

併に際して公文書がどうなるかについて危機感を持っ

ているという。このため，市長は合併協議会のなかで

他市町に対し，文書の廃棄はせずに，協議会を通じて

本渡市に相談してもらいたいこと，天草アーカイブズ

で評価・選別を行ないたいことを申し入れている。

現在は，天草アーカイブズに限らず，公文書の評価

選別を行なう人は手薄な状態であるが，それだけに，

市町村合併が進行していく中で公文書を保存し後世に

伝えることは緊急の課題であるという。

公文書・古文書等の歴史資料を集積したアーカイブ

ズ（公文書館）は地域アイデンティティ構築の拠点にな

ると述べて，市長は講演を締めくくった。

平田氏は，市長の指示を受けて庁内の公文書を収集

した際の体験から話をはじめた。最初は職員の理解の

低さに苦労したものの，研修を繰り返すうちに職員の

理解も進み，のちには文化係が収集保存した文書に

よって行政運営が助けられたことも何度かあったと

いう。

市町村合併に際しての公文書保存についても天草

アーカイブズにとっての重要な課題となっている。本

渡市では市長自らが合併協議会において公文書保存を

呼びかけ，また，天草アーカイブズ館長から合併協議会

宛ての依頼文を出すなど，合併予定自治体の文書保存

7
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にも注意を向けている。これらの働きかけを受けて，

本渡市には複数の町から公文書保存について問い合わ

せがあり，またこのほど合併予定の町から保存年限の

満了した文書の受入依頼がなされたという。

今後の課題として平田氏は， 1文書を評価・選別す

る際の基準を作ること， 2文書管理条例を作り，その

中にアーカイブズの思想を盛り込むこと， 3文化財保

護を担当する教育委員会と文書事務を担当する総務課

との協力，等を挙げた。

最後に平田氏も市長と同じく，自治体の文書を保存

し活用することが地域創造につながるとの確信を述べ

て講演を終えた。

講演「市町村合併と文書保存」を聞いて
甲山町教育委員会 生田そのえ

晩秋の一日，県立文書館において，行政文書の保存

に関しての研修会があり，公文書保存の先進地である

熊本県本渡市長と担当者の方の講演を聞きました。

日本全国で合併の協議が云々されている今，まさに

時を得た講演だったと思います。

私は，この講演を聞くまで行政文書は資料として価

値があるかないかに関わらず，保存期限を過ぎたら全

部処分する（される）ことを当然と考え何も疑問を持っ

ていませんでした。

いま，わが甲山町も平成 16年 10月の合併を控え，

まさにこの講演で言われたような危機に遭遇している

のではと考えています。

行政文書の重要性にはやくから気づかれ，収集・保

存を指示された市長さんの先見の明，および，庁内の

係長一人一人に面談して何百箱という文書を収集され

た担当者の平田さんの努力が実を結んだのが「本渡市

立天草アーカイブズ」だと思います。

本渡市のお仕事はすばらしいものだと思いました

が，これは，わが身を振り返って言うならば，自治体

職員が行政運営のために日々作成する公文書に対し，

「公文書は住民との共有財産だ」「現代の公文書もやが

て歴史的資料になる」という捉え方を自分がしていな

いと気づくことでもありました。文書の整理をする中

で，自分にとって使う必要がない，使わない文書は不

要だという考えもしていました。

では，公文書を選別し残していくためのきちんとし

た評価選別基準とはどういうものなのか。残念なこと

に，これに関する研修はなかったので，今後，このよ

うな研修をぜひ受けていきたいと思います。

今回の講演は，公文書に対する考えに反省を迫るも

のがあります。今の私に何ができるのかと考えます。

これからもこのような研修の機会を設けてもらいたい

と思っています。

2 第 2回研修会

日 　時 　平成 15年 2月 7日（金）13：30～15：30

場 　所 　広島平和記念資料館（広島市中区中島町 1-2）

講 　師 　濱本康敬氏（広島平和記念資料館学芸担当）

テーマ 　現代資料の整理について
広島平和記念資料館における河本一郎氏
資料ほかの整理をめぐって

参加者 　13名

濱本報告を聞いて 広島市郷土資料館 　石本正紀

近年，現代史研究への関心の高まりから，文書館や

博物館における現代史資料の収集が重要な課題になり

つつある。しかし，周知のように，広範な内容と膨大

な量を擁する現代史資料の収集・整理の方法論はいま

だ確立しているとはいい難い。

反核・平和運動家であった河本一郎氏の残された

「河本資料」も現代史資料であり，その収集・整理を

めぐる濱本氏による事例報告は，現代史資料の扱いの

8
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難しさを改めて感じさせる内容であった。以下，濱本

報告を拝聴して思ったことを若干ではあるが述べさせ

ていただきたい。

現代史資料の特徴のひとつとして，写真・映像資料

を多く含むことが挙げられよう。「河本資料」にも三

万点以上の写真資料が含まれ，これらはリスト化した

ものの，年代・内容の不明分が相当数に上るとのこと

であった。整理と同時進行で関係者へ早急な聞き取り

調査を行う必要があるように思われた。また，どこま

でを保存の対象にするかという選別基準の設定も必要

であろう。

「河本資料」には，河本氏自身の手記や日記，関与

団体の文書等の他に，氏自身が収集された新聞や雑誌

からの切り抜きも多く含まれていた。濱本報告による

と，これらは一点づつ丹念に表題を採った上で，丁寧

にクリアファイルに閉じられていた。クリアファイル

による保存の問題はさておき，大量印刷物であるこれ

らの資料を，現物の保存まで考える必要があるのか否

か，表題のリスト化だけで十分なのではないかなどと

考えさせられた。

濱本報告には，以上の他にも，現代史資料の収集・

整理のあり方の今後の方向性を考える上で，多くの有

意義な内容が含まれていたように思う。ただ，これと

は別に，とりわけ積極的に評価できると思ったのは，

「河本資料」の現代史資料としての重要性に着目し，膨

大な資料を丹念に整理された点である。資料の収集と

その整理（研究）が博物館業務の根幹に位置すること

は論を俟たないであろう。しかし，近年の博物館は，

小・中学校における総合的学習への対応や，減少しつ

つある入館者数の挽回のために，企画展だけでなく，

その他のイベント開催のための業務が中心となるあ

まり，資料の収集・整理がままならないという状況に

陥っている場合が多いようである。かかる現状の中，

時間とお金と人手を割いて，集中的に資料整理を進め

られた点は，多くの博物館が見習うべきことのように

思われた。

最後に，報告を担当された濱本氏と，いつも研修会

開催の労をお取りいただいている県立文書館の方々に

謝意を表したい。研修会には，今後とも積極的に参加

させていただければと思う。

3 第 3回研修会

日 　時 　平成 15年 3月 20日（木）13：30～15：30

場 　所 　県立文書館（広島市中区千田町三丁目 7-47）

講 　師 　長沢 洋（県立文書館副主任研究員）

テーマ 　歴史的記録資料の情報取り扱いの基礎
標準化と文書群概要をめぐって

参加者 14名

【報告要旨】

文書館など史料保存利用機関は，自らが所蔵し公開

する文書史料を，広く社会全体（極端に言えば人類全

体）の共有財産化するという課題を持っている，とい

うのが報告の前提である。この前提の上に立って，本

報告は，文書史料についての情報記述のあり方につい

て，どのような実践があり，そこからどのような考え

方が生み出されてきたのかを述べようとしたもので

ある。

まず，先行する国内外の試みとして次のものを紹介

し，その特徴を検討した。

・NUCMC（米国議会図書館）

・『史料所在情報の集約とその解析的研究』〔共同研
究〕，（国立史料館）

前者は，全米各地の文書史料保存機関から報告され

た情報を米国議会図書館が取りまとめたもの，後者

は，日本全国で作成され公にされた文書目録をもとに

文書群単位の情報を整備しデータベース化しようとし

たものである。

国の如何を問わず，これらから伺えるのは，史料情

報を広く一国レベルで共有化しようとした努力があっ

たこと，および，その際に文書群を単位とした情報の

記述のあり方―その要素―に意識が向けられていたこ

とである。

一方，文書群単位の情報記述は，史料保存利用機関

におけるマクロレベルの検索手段としても試みられて

いる。報告では次の 3つを紹介した。

・『改訂増補 文書解題』（京都府立総合資料館）
・『史料利用の手引』（茨城県立歴史館）
・『史料館収蔵史料総覧』（国立史料館）
これらはいずれも文書群ごとの概要情報を記述し所

蔵史料のガイドとしたものである。記述のしかたに差

は見られるが，これらには，文書群についてどのよう

な記述要素が必要なのかという共通した意識を見出

しうる。特に，国立史料館のものは，国際標準である

ISAD(G)にも強い影響を受けており，今後の国内に

おける文書群概要記述のモデルとなりうるものであ

る。広島県立文書館でもこれに倣って文書群概要の記

述マニュアルを作成したが，収蔵文書全体のガイドと

しては，まだ理想には程遠い状況にある。

文書情報の共有財産化という問題を考えるあたっ

て，国内外の例に学ぶべきことは多い。この課題を技

9
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術的な情報処理という次元に直ちに結びつけて実現し

ようとするのではなく，文書史料についての知識や記

述をどのように取り扱えば共有化の条件が整うか，と

考えることの必要性を述べて報告の結びとした。

平成 14年度第 2回理事会議事報告

日時 　平成 14年 11月 28日（木）15：30～16：25

場所 　県立文書館会議室

【出席者】

理 　事 道重 哲男（県立文書館長）
角屋 正法（広島市公文書館長）
津田 文夫（呉市史編さん室主査）
小川 雅朗（福山市市政情報課長）
大谷 芳秋（三次市情報課長）
六 郷 　寛（千代田町教育委員会文化係主任）
中川 武則*（本郷町総務課参事）

事務局 土居・安藤・森脇・長沢
* は代理出席

協議事項

1 今年度から来年度にかけての事業について

・市町村合併時の公文書保存に向けて
・現状：

　合併を予定している町村では，文書整理をし

て大量の不要文書が出たところがある。

　役場にどのような文書がどれくらいあるのか

役場自身が把握できていない場合もあるが，廃

棄せずとりあえず保存している。

　合併協議のなかに公文書保存の観点がなく，

文書管理は各課まかせの場合もある（中には必要

文書を廃棄してしまったところも）。

　合併をむしろ好機ととらえ，役場文書の保存

に努めたい（広島市）。

・本年 2月の総務省通達を踏まえ，来年の総会で

広文協としての「アピール」が出せるように原

案を事務局で考え，各理事に諮る。

・合併予定町村のいくつかを選んで現地調査を行
なう（同時に公文書保存についての啓発も行なう）。

・保存すべき文書として何を選別するのかをテー
マにした小研修会を開く（複数回）。

・市町村の職員にとっては，生の事例を聞くこと
がためになる。今回の講習会の講演（熊本県本渡

市）のような話ができる人をこれからも講師に

招いてもらいたい（六郷理事より要望）。

2「広文協通信」の内容について

・会員短報として，百字～数百字程度の短信を載
せていくため，各理事に協力を依頼した。

3 事務局報告

・本年度会計決算見込みについて

△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽

「広文協通信」第 3号をお届けします。

国地方を問わず，役所の公文書保存という問題がマ

スコミに取り上げられることが以前より増えたような

気がします。情報公開，個人情報保護，行政の説明責

任，役所の IT 化等の問題が背景にあるのだと思いま

すが，それに加えて，やはり市町村合併の進行が注目

の理由になっているのは確かなようです。

合併と文書保存という問題については，特に過去に

学ぶことの必要性を強調したいと思います。 （長沢）

△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽
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